
令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
の
二
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
の
三
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
の
三
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
の
三
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
四
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
七
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
激
甚じ
ん

災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

激
甚じ
ん

災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号

（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号

（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号

及
び
様
式
第
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
中
「平

成
年

」
を
「令

和
年

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
二
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
三
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
四
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
五
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
六
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
七
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
八
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
九
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
十
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
厚
生
省

労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
、
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
五
号
の
二
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
号
（
表
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
二
号
の
七
及
び
様
式
第
十
二
号
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
の
三
及
び
様
式
第
四
号
の
四
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号
の
二
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
、
様
式
第
八
号

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
、
同
様
式

一
頁
及
び
同
様
式

一
頁
並
び
に
様
式
第
十
号
中
「平

成

」
を
「平

成
・
令
和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
号
の
二
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
の
三
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
の
四
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
の
七
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
の
二
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
の
二
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
号
の
三
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
の
四
か
ら
様
式
第
七
号
の
七
ま
で
及
び
様
式
第
九
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


